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環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定交渉の大筋合意を踏まえた 

総合的な政策対応に関する基本方針 

 
平成 27 年 10 月 9 日 

ＴＰＰ総合対策本部決定 

 

 

 平成 27 年 10 月 5 日、環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定交渉参加 12

か国はＴＰＰ交渉閣僚会合において、閣僚レベルの交渉を成功裏に終え、協定

の大筋合意に至った。 

 ＴＰＰは、世界の成長センターであるアジア太平洋地域に一つの巨大な経済

圏を創造し、関税だけでなく、サービス、投資、知的財産、国有企業改革等幅

広い分野で 21 世紀型の自由で公平なルールを構築する試みである。 

我が国は一昨年３月にＴＰＰ交渉への参加を「国家百年の計」として決断し

て以来、終始一貫して、交渉を主導し、国益にかなう最善の道を追求してき

た。 

今般のＴＰＰ閣僚合意は「アジア太平洋の世紀」の幕開けとなる画期的なも

のである。我が国にとっても、国益を確保し、成長を確かなものとし、次の世

代、そのまた次の世代に繁栄と活力を受け継ぎ、「チャンスに満ち溢れた日

本」を取り戻し、日本の未来を切り拓く歴史的第一歩である。 

そのためにも、国民の間におけるＴＰＰの影響に関する懸念と不安を払拭す

ることも不可欠である。 

今般の合意を踏まえ、ＴＰＰを真に我が国の経済再生、地方創生に直結する

ものとするため、今後、協定の署名や国会承認に向けた調整と並行して、関連

法案等も含めた総合的な政策面での対応を行っていくことが必要である。その

際、以下の３点を基本目標とする。 

 

（１）ＴＰＰの活用促進による新たな市場開拓等 

（幅広い経済主体がＴＰＰを活用して新たなグローバル・バリューチ

ェーンを構築することを促す。） 

 

  今般の合意は大企業だけでなく、地方の中堅・中小企業がオープンな世

界へ果敢に踏み出す大きなチャンスをもたらす。政府は、ＴＰＰにチャン

スを見出し、世界に挑戦し、グローバルな市場を切り拓き、新たな価値を

創出する企業、ＴＰＰを契機に海外から投資や人を呼び込み、世界を魅了

し、地域の現場で地方創生に努力する人々等の背中を力強く後押しし、Ｔ

ＰＰの活用を促進するため所要の措置を講ずる。 

 



 



 



 




